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固まった油脂類 

トラップ 油の分離 

公共下水道へ排水 

厨房等 
からの排水 

 事業場からの排水は、「北谷町下水道条例」第16条で水質基準値が定められています。この基準を満
たさない場合、同条例第36条及び「北谷町事業場等の排水規制に関する行政指導及び処分規程」による
行政指導や行政処分を行うことがあります。また、「北谷町下水道条例」第41条第1項第4号の規定に
より5万円以下の過料等の行政処分が科せられることがあります。悪質な場合、「下水道法」第45条の
規定により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。 
 なお、「下水道法」第18条の規定により、下水道管が詰まった際の機能回復に要した費用をその原因
者に対し請求する場合があります。 下水道の適正利用にご協力よろしくお願いします。 

 

お問い合わせ先 
北谷町役場 上下水道課 下水道係 
℡：０９８－９８２－７７１３ 


